
湯浅税務署からのお知ら鸞
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◇ インボイス制度に関するご案内

インボイス発行事業者の登録をお考えの方は、

令和 5年 10 の制度開始に向け、

登録申請をお急ぎ<ださい !

>イ ンボイス制度説明会 インポイス特設サイ ト

「インボイス制度とは」から「インボイスの記載事項」等まで分かりやす<説明します。是非ご参加ください。

◇ 令和5年 7月以降の申告書・申請書等の提出方法について

国税局 (税務署)では、税務署における内部事務 (申告書の入力、申告内容についての照会文書

の発送などの事務)の効率化・高度化等を図るため、複数の税務署の内部事務を専担部署 (「業務

センター」といいます。)で集約処理する「内部事務のセンター化」を順次進めています。

湯浅税務署においても、令斑 5年 7馬浄嚇、内部事務のセンター化の対象となる予定です。

これに伴い、湯浅税務署では窓□業務等の省力化を進めてまいりますので、■木35年 7月 以:子、

申告書・申請書等の提出に当たつては、可能な限り●―-1■ xl:::よ 尋15:「III又 は業務7ンターヘ直接送付

のいずれかの方法により提出いただきますようご協力をお願いいたします。

> …e~laXによる提出
令和 5年 7月以降、可能な限り    |こ より提出いただきますようお願いいたします。

で提出いただ<こ とで、様々なメリットがあります。
税務署への持参        印刷・郵送代          添付書類
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確定 申告期 間の 利 用可能 時間 還 付 金
: 1「 ,つ 言́ 粕 |■ 眸 き 下 す

で 議 付 :

警 面 提 出 の 場 合 は
■か 月 ～ ■か 月 半 程 度 で 選 付

)>> 書 面 による提出
書面により提出される場合は、令札15=7■ |=1降、可能な限り業務センターヘ直接送付いただ

きますようお願いいたします。

なお、従来どおり税務署の窓□又は時間外収受箱へも提出できますが、署から業務センターヘ

転送に嚇要な日数経過後の処理となりますので、あらかじめご了承願います。

※ 提出先となる業務センターの名称及び送付先につきましては、業務開始に合わせ国税庁ホー

ムページ等でお知らせする予定です。

□

開催日 時間 開催場所 定 員 連絡先

4月 26日 (水 ) 14時～15時 〒643-○○04
湯浅町湯浅2430-77
湯浅納税協会
3:皆 会議室

20名

)易浅税務署

法人課税部門

(ダイヤルイン)

0737-63-5406
※ 事前予約は、開催日の」週星」亘董圭二

5月 24日 (水 ) 10時ヘノ11時
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◇ 自宅から質問・相談が便利 !

国税に関するご質問やご相談は、次の3つの方法により解決できます !

>チャットボット(ふたば)

人工知能 (AI)が
24時間いつでも対応いたします !

魃
聯

>タックスアンサ ―(よ <あるご質問) 税務職員ふたば

よ<ある税の質問|こ 対する回答をインターネットで

24時間しヽつでも簡単に調べることができます !

>重董相談センタ=
職員が電話で ご質問にお答え します !

0 湯浅税務署0737-63-5351へ電話 (8:30～ 17:OO、 土日祝を除きます。)

② 自動音声案内|こ従い「 11を選択

※ インボイスのご相談は「3」 を選択

(解決しなかつた場合は・・・)     ~             三量産2のこ墜空

来署|こ よるご質問 0ご相談となりますが、「事前予約制」ですので必ず事前 |こ 電話予約してください。
※ 予約方法 :① )易浅税務署0737-63-5351へ 電話 ⇒ 2自動音声案内|こ 従い「2」 を選択

⇒ 0電話交換手に「事前予約」の旨を伝える (担当|こ代わります) ⇒ ●担当者へ来署日時を予約

ご予約されず |こ 来署されるとヌ]応てきなしヽ場合がありますので、あらか じめご了承願います。

◇ 自宅から納付が便利!!
.I.           _  . ・

|●

選べる納付手段
ll

デャノんゲノハ

タックズアン弁

√ 自宅やオフィスから納付可能 1

Й ス ホヾやPCで 簡単手続き!

コ 1,ti吉 増tり効率化 !

詳しくは、サイトヘアクセス !

利用可能なスマホアプリ決済

理 Pdypay tt d払 しヽ LM:‐ 酔F事
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◇ 自宅から納税証明書の請求が便利!!
>三二饉狙証明書

お手持ちのスマホ(右の二次元コードから)やパソコン(「 国税庁 電子納税証明書」で検索)を使つて請求から

受取まで行うことができます。受け取つた証明書データ(PDFフ ァイル)は、そのまま電子証明書とし

て使用でき、また、自宅やコンビニで印刷して書面の証明書としても使用できます。

1レ電子納税証明書のメリット !

バ
′′.ノ｀
孤 1税務署窓口に行かずに、請求から受聖までの手続ができます !

才` 2垂数斜がオLク L(1税目1年度あたり370円 )

3有効期限内(90日間)なら、データを電子納税証明書として何塵でも使用できます !

4有効期限内(90日間)なら、データを印刷し、書面の納税証明書として何枚でも使用できます !

>オンライン請求
お手 持 ちの スマホ (右の二次元コードから)やパ ソコン (「 国税庁 納税証明書」で検索)から、事 前 に請

求を行い、郵送又は税務署で書面の納税証明書をスムーズに受け取ることができます。

(お問合せ先 :湯浅税務署 )

Jデ′紹湧〃″ξ

インライン請求

..・ |

インターネット
バンキンヴ椰

イ ノ`ターネットバ
｀`
ッキングすキ|ま

ATMか ら納付する方法です。

クレジット
童― ド維付



注目!

市防災行政無線放送を配信

■D●ロ

いつでもどこでも

9月 21日 ●

メ
気象警報の解除について

2022年 98190(月 )22■ 6

ド
ごみ収集の中止について

2022■ ,月 1,3(湾 )15:02

▲
和歌山県竜答注憲情報 発表

▲
有田市からのお知らせ

▲
和歌山県気象讐縦 注意報 発表

2022■ ,月 1,3(S)0● 02

お知らせ

合 ホーム ::メ ニュー

i‖

■11月からスマートフオン用アプリ「有田市防

災行政ナビ」の運用を開始します。

このアプリでは、市から防災行政無線放送で発信した

情報を音声 と文 字 でいつでもどこでも確認できます。

よく聞き取れなかつた場合でも、市外に外出していても、

アプリで防災行政無線放送された内容が確認できますの

で、特に耳の不自由な方は、是非ご利用ください。

※ご利用の]彙」見や1幾器:によつて、―部または全:部の機:能をご牙」用いただけな

い場合があります。

※アプリメニュー内の行政情報欄およびイベント情報欄については、現在準備

中です。

■スマホをお持ちでない方は、電話音声案内でも放送内容を確認できます。

電話番号 0737-82-6301(放 送後 24時間対応できます。)

■アプリを利用するには

右のQRコードを読み耳又つて、アプリをダウンロードしてください。

QRコ ードが読み取れない場合は、AppStoreまたは

GooglePlayス トアで「ライフビジョン」をキーワード検索し、ダウン

□―ドしてください。

ダウンロードした後は、アプリを開始し裏面の手順のとおり初期

設定をしてください。

IPhone用   Android用

※アプリの利用料は無料ですが、通信料

は利用者の負担となります。

からダウンロート

`

>C0081e play
で手に入れよう

お問合せ先 :有田市役所防災安全課 80737-22-3721

と文字で●口■D
●■■D

すべてのお知らせを見る

Apざ UIぜwttt'T



▼「有田市防災0行政ナビ」アプリの初期設定手順
■
―
‥

「地域を選択して

ログイン」を

選択して

<ださい

ヽ
１
ノ

Ｃ

アカウン トが未設定です

rrrrlrrrr.t

2 6490304地域検素

・ ●
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1」 ●

郵便番号欄に

「6490304」 と

記入し検索して

<ださい

Ｄ
Ｄ

′
　
口ヽ

地域名に

「和歌山県有田市」

と表示された

ことを確認し

次に進んで

<ださい

確 認

地域が見つかり

地域・ :

ました。

和欧山県 有田市 4
押 す

情報の受信を希望する地域を選択してください

初島地区

買島地区 中央地区

宮崎地区 保田地区

糸我地区

決定

希望する地区を

選択し、決定して

<ださい

※「有田市全域」で

良いと思います

すべてON
「

‐
rヽ
V

戻を 決定

∝

軸

¨

靱
「

ロ

トメ'■
",選希望する情報

種別を選択して

<ださい

※すべて選択で

良いと思います
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ヽ

押す 同意 しない

同意する

■| ●́■■i ■ ―■

'ラ
ンフヒシヨン」利1自 メ見的

・
ライフヒンヨン_ヌ lj日

'翡

|(以下、 ・本,見

■■する自治体 (以 下.「 自治体」という,が =
アフヮ1二 ついて 本アフリをス:日 する方 i以 下

メサR者」という)か連■する■n,を 定めたも

アプリ利用規約に

同意して<ださい

※同意しないと

利用できません
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′
′
′
′

9月 21日 ●
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右の画面になれば

設定完了です

8
スマートフォンの画面

では、右のアイコンで

表示されます

アプリ名は、

「ライフビジョン」

または

「Lifevlsion」 です

地域を選択 してログイン

6490304

押 す
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24時間365日
いつでもどこでも支払可能

さまざまなお支払方法から

選択が可能

※各種スマホ決済アプリからのお支払

は、各社のアプリでの手続になります。

利用できるスマホ決済アプリは

地方税お支払サイトでご確認

ください

▲
□
「

:=

珀鉤 地方税共同機構
層殴繭囀 圏 η

『

¬ 露
「

LOCAL TAX AGENCY

QRコードはなデンソーウェープの登録商標です
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地方税お支払サイトでは ■―クレジット、カード拡もヽ 主インターネツトバンキング
(′ 園座振替 警 を利用できます。各種スマホ決 :書 アプリでのお支払も利用
できます。 ※口座振替は、事前にeLTAXの 利用者登録と口座情報登録が必要です。

どのような支払方法が利用できますか?

瘍

|
'-O:l

特別な準備は必要ありません。お手元に繰付書を用意して、
嶋方税お支払サイ :ヽ ヘアクセスしてください。各種スマホ決済アプリの場合は、
アプリで「eL漱 後霊」(幾醜難―ド)覆 直接読轟取ってお寛払ください。

支払の前に何か準備は必要ですか?

」 鵬ロロ臨

瘍

お手持ちの納付書に Fe抵 マーク」の記載がある納付書が利用できます。
※なお、「eL・ GR」 (QRコ ード)、「e臨警号」(納付書番号)の いずれかの記載が

あれば利用できます。

ロロ日

どのような納付書が利用できますか?

瘍

地方税お支払サイトは、2凛時間365腱利用できます。
※利用時間帯によっては、選択できない支払方法があります。

各種スマホ決済アプリの場合は、アプリによつて異なります。
※いずれもシステムのメンテナンス時間を除きます。

いつ利用できますか?

翁

24H
365日

固定資産税、都市計画税、自動車税種別割、軽自動車税種別割で

利用できます。その他税目については自治体により異なりますので、

詳しくは納翁書の送付露にお問合わせください。

どのような税日で利用できますか?

晰

地方税お支払サイトhttps;//www. payrnent.eltax. lt a.aa.jp / 飩璽凩爾骰溜麹繭暉雷亀

=ヽ〓===l
ロ

ー

ロ嗜

′
=====rfじ呂
=ゴ



令和 5年度

不良空家等除去躙補助

回 覧

有田市では、地域の防災、防犯等、周囲の環境に悪影響を及ぼすおそれのある空き家

の除却を促進 し、市民の安全 。安心で良好な住環境の向上を図るため除却費用の一部

を補助する制度を実施 しています。

上童朽化し上生童家生所童 している壼ヾ浄重持管理に困⊇_[⊆ し_さ畳」_二
☆空き家が原因で近隣に迷惑をかけている …  など

～ 空き家で困つてしヽる方は、是非この機会にご活用ください |～

■ 申請受付期間 :令和 5年 5月 22日 (月 )から

令和 6年 1月 31日 (水)まで 【土日祝は除く
■ 申請受付場所 :有田市役所 3階 都市整備課 公共建築係
■募集予定棟数 :50棟 程度

※補助金交付申請書提出順。予算がなくな り次第締め切 ります。

1.補助の対象となる空き家

① 概ね年間を通して住宅として使用実績がない空き家

② 専用住宅、併用住宅 (2分の 1以上が居住の用に供されていたもの)、 長屋、アバ‐―ト

③ 個人が所有する空き家

④ 空き家の不良度の測定基準の評点が 60以上 (市担当者の現地調査による) など

2.補助金の額

●国が定める標準除去|]賣 または除却工事賣のいずれか少ない方の金額に 10分の 8を乗じた

額で 80万円が限度   ※家財道具、塀、樹木などのま散去処分費は補助対象外

3.補助対象者 (申請者 )

●空き家の所有者または相続人、または左記の者より除却について同意を得た者
●市税の滞納がないこと  など…

4.補助対象工事

●建設業法の許可又は解体工事業登録を受けた有田市内の建設業者が請負う工事

●補助対象 となる空き家の敷地内に存する全ての工作物を除却すること  など

※補助金の交付を決定する前に、契約・工事着手したものは補助対象外

5.固定資産税の課税標準の特例措置

空き家の解体に伴い、固定資産税の住宅用地の特例措置は適用除外となりますが、本事業を

活用すれば、特例措置と同様の減免制度が最長で 5年度分受けられる場合があります。

6.補助金の代理受領制度

代理受領とは、申請者が受け取る予定の補助金を市から直接施工業者へ交付する制度です。

申請者は補助金相当額を除いた工事資を用意すればよいので支払額の負担が軽減されます。

補助金交付申請に 1ま、不農空家等の認定を受け
"で

しヽる事が条件とな つます。

空き家の現地調査及び認定申請は、年開を通し
・
で受付けしてしヽますのでお気軽はこ連絡くださしヽ [

■詳 しくは 、有 田市 ホー ページをご覧〈ださい ! 1有田市役所 都市整備課 公共建築係 (市役所3階 )|

1甲諏:9737-22-3619(導通)       |

補助金
上限80万円

まずは、現地調査から |

httos:.,', /w,rvw.c itv.arule.kjpz'kura sh i,u suma i.,' 1 0Q 1! 36.html 鶉



回 覧

申 請 者

1.空き家現地調査依頼

三 除却補助金刺象外 (終了 )

2.認定申言青

【提出書類】

●空家認定申請書 【様式第1号】

●認定を受けようとする建築物の付近見取図

●所有者を特定できる書類

・登記事項証明書 (建物・土地 。公図)

(登記が無い場合)固定資産課税台帳登録事項証明書 (評価証明書 )

。 (必要に応じ)戸籍謄本、住民票、抵当権利者の同意など

●その他

不良度の評点が 60未満

不良度の評点が 60以上

」
~■

＼/

書類不備等により認めらrtな い

☆不認定通知書

審査の結果不良空家等に認定できる

☆認定通知書

書類不備等 |[よ りEI:葛か認められない

☆補助金不交付決定通知書

(代理受領を利用する場合 )

自請内容を確認し適正と言撃めた

☆補勁金交付決定通知書

ヽ

躍菫震秒

k

圏砂3.空家除却補助金交付申請

【提出書類】

●空家除却補助金交付申請書 【様式第4号】

●除却工事実施計画書 【様式第5号】

●工事見積書 (明細)の写し

●解体業者の建設業許可証又は解体工事業登録の届出の写し

建設業 :土木工事業、建築工事業、解体工事業

●補助対象空家の配置図・平面図

●補助対象空家の外観写真

●確約書 【様式第16号】

●除却工事施工同意書 【様式第7号】 (所有者の同意書 )

●不良空家等認定通知書の写し

●証明書 (空き家の期間を証明する者は自治会長又は近隣)

●空家除却補助金代理受領利用予定届出書 【様式第17号の2】

●その他

工事契約・コE事着手 ※工事着手前に『建築物除却届』、『建設リサイクル法の届出』の受付後の写しを

市担当者に提出すること

■
■

■
日

■
目

除却工事完了

4.工事完了報告・交付請求

【提出書類:|(工事完了報告書の提出 1令■6年 2月 29日 まで)

●空家除却補助金工事完了報告書 【様式第14号】

●工事請負契約書の写し

●請求書及び明細書の写し、領収書の写し

●工事状況写真 (着工前・解体工事中・撤去後 )

●建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 10条
第 1項の規定による届出の写し

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条の 3第 1項の

産業廃棄物管理票 (マ三フェス ト)E票の写し

●工事完了証明書 【様式第15号】

●除却補助金交付請求書 【様式第17号】

●空家除却補助金代理受領利用届出書 【様式第17号の 5】¬

●空家補助金代理受領利用委任状 【様式第17号の6】  」
●その他

(約 lヵ 月後 )

指定口座にお振込み

N

歴識

(代理受領を利用する場合 )

有 田 F

マヨ見鋼じ調 選野 (要立会・代理人可 )

書類確認 。内容審査

思。内容審査 。現地確認

書類確認・審査 ・現 iヒ 確認完了後

★

□ 国
K

置蓮選秒

□

□



令和5年度 有田市住宅リフォームエ事費補助事業
有田市では、市民の皆様が安心して住み続けられる住まいづくりの一環として、市内工事業者を活用し

リフォームエ事をされる方に対し、その経費の一部を補助する制度を実施します。

最大型IIE也図随」堕重壼到堕豊幽」腱型_G廷菫ヨ屋目n
盤血艶鷹墓国K豊副醜畦K辺2盤色i」」医LE囲ヨ]

回 覧

※「補助金交付申請書類」がない場合、受付けできませんのでご注意<ださい。

申請受付 日時 :6月 11日 (日 )午前 10時 (受 付番号のくじ引き)

申請受付場所 :有田市役所 3階 第 1・ 2・ 3会議室

申請受付の初日のみ、午前10時に受付場所において受付番号のくじ引きを行います。

午前10時までに、ご入室されない場合は、くじ引き後の最後尾となりますので、ご注意ください。
※ 午前10時以降の抽選後の最後尾へのご入室は、午前11時までとさせていただきます。

重 要

午前10時までに

受付場所へ入室

Ｉ

・
入室順に

着席
●il' .■ i

着席順に

くじ引き実施
〈じ番号順に

再着席

くじ番号順に

申請受付

予算額に達した

時点で受付終了
|、

● 令和4年度までに有田市木造住宅耐震診断を受けられた方で、令和5年度に住宅耐震改修事業を

実施される方は、本補助金制度を優先して受付けます。(最大3件、受付期間 :5月 8日 ～5月 26日 )

● 過去に本補助制度を受けてリフォームエ事を行つた住宅は補助対象外です。

(判 明した場合は、補助金を取り消します。)

● 申請書のみの提出など明らかに書類に不備がある場合や、工事業者による申請は受付けしません。

● 受」聖量塾菫屋出L【墜上だ0圭誼達談証≡聾甕皿丞襲二三菱■2堕認Lさ菫【堂上止コく上整壺:二

お気董
=重

垂匙X主二豊徹曇上二

● 本補助制度は、予算額に達した時点で受付けは終了となりますので、ご了承ください。

(受付初日で終了する場合があります。最後の申請者は、予算の範囲内での補助金額となります。)

(終 了次第、ホームページに掲載いたします。)

● 予算に残額があれば、6月 12日 (月 )以降【土日祝除く】午前8時 30分から午後5時 15分まで、

五旦l二:墾重]]:L金 :】豊_壼[国[」:当i鼠課∠̈:週:場:≧築」髪:で受付けいたします。※交付申請書提出順です。

率・補助

次に掲げる条件を全て満たす方が申請できます。

○ 市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税を滞納

していないこと。

○ 持ち家住宅の場合、所有者もしくはその親族。

○ 借家等の場合、賃借を受けている方もしくはその親族。

○ ご家族を含め、暴力団員等でない方。

※ ここでの「親族」とは、配偶者並びに一親等内の血族及び姻族

とします。

※ 所有者本人以外の方の申請は、所有者の同意が必要です。

次に掲げる全てを満たす工事

○ 市内に事務所などがある法人や、市内に住所を有する個人事業者

において、1年以上継続して営んでいる施工業者と契約し、工事を

実施すること。

○ 補助対象となる工事費(消 費税を除く)が 10万円以上であること。

○ 補助金の交付決定後に契約、着工し、令和6年 2月 29日 までに

工事完了報告書の提出ができる工事であること。

※市が実施する「高齢者居宅改修補助事業」「住宅耐震改修事業」

など他の補助制度利用の場合は、その対象額を補助対象工事費

から除きます。

○ 補助対象工事に要した費用 (消 費税を除く)の 20%に相当

する額で上限は20万 円です。

(千 円未満の端数は切捨てとします。)

○ 市内の住宅

店舗等併用住宅の場合は、住宅部分のみ対象。

○ 市内マンション、集合住宅、借家
マンンヨン、集合住

=は
専有部分とし、所有者の同意が必要です。

○ 継続的に居住する住宅

○
'補 助金の交付決定前に工事契約や工事着手を行つた場合は、

補助対象となりません。

○ 補助金の交付申請は、一戸の住宅につき1回限りです。



補助金交付 申請
●補助金交付申請書 【様式第1号】

《添付書類》
1 住宅の位置図
2リフォームエ事の見積書の写し(内訳明細付き)

3リフォームエ事着工前の現況を明らかにする写真
4リフォームエ事の内容を明らかにする図面(対象箇所を明示)

5施工業者を確認できる書類 【施工業者要件証明書】
6 申請者と住宅の所有者が異なる場合または共有の場合は同意書
7評価証明及び戸籍の請求並びに市税の滞納調査に係る同意書
8債権者登録申請書(既に登録のある方は不要です。)

9暴力団排除誓約書
10その他市長が必要と認めるもの

事業完了報告

●補助事業完了報告書 【様式第5号 】

《添付書類》
1 工事契約書又は請け書の写し

2工事代金請求明細書及び領収書の写し

3工事写真 (施工中・完成後)

4その他市長が必要と認めるもの

下記の補助制度等を利用する方は、補助対象工事費からその金額
を除きます。

① 有田市高齢者居宅改修補助事業 (介護保険係)

② 有田市住宅耐震改修事業 (公共建築係)

③ 有田市移住推進空き家活用補助事業 (まちづくり係)

④ 有田市援農者宿舎改修費補助事業 (みかん農政係)

⑤ その他(雪害などによる損害保険等による補償など)

回 覧

凡例)○ :補助対象  ×:補助対象外 △ :条件により補助対象
対象          リフォーム等の内容

○ 瓦の修理、屋根の葺替、屋根塗装、防水、雨どい修理

〇 ,Fヽ 壁材張り替え.タ イ1・ 外壁塗装、左言、大三二墓

0 1=張替え、壁クロス彗i替 え 手すり、段差年 _三

0 :メ ステム■―́ 千ン、■二、■式 1更 器、ウすン■し′́卜、■面化粧台、
:Iコ ニニー:ヽ (tと の設置工車

○ :三十1.壁、東のJ熱、跡音ェ事

0 ・¬~`′■|:ア 、■万うスなどしD設 置工彗

(1' :‐
~ :こ

li f=

O i兵 、]重 子の張替え 畳の表替え・取替え

○ 〕三り1'IT「
「 |:ヨ■:・)=`言曼、東南1,

○

:1召

〇

二:こ 管工事、■気扇、モ湯設備機器f)設 置など

■築、増美、輩業 に'tェ 事

|三 署
=l●

1■ ■の工事

店舗、事務所、車庫、物置、ウッドデッキ、カーボートなど

外構工事

門扉、フェンス、塀、テラス、擁壁、舗装、屋外給排水工事など
T'霞「

″
修工事

有田市住宅耐震改修等事業をご活用下さしヽc

× 合併浄化槽工事

有田市合併浄化槽設置整備事業補助金をご活用下さい。
× 造園工事、植栽、剪定、花壇、芝張り工事など

・  :ヤ 言■」■「■1'り●I十■:・

冷暖房機器、冷蔵庫、洗,1暑機、テレビ、A∨機器、その他移動

可能な電化製品、カーテン、プラインド、家具、食器棚など
× リフォーム以外の工事など

シロアリ駆除、防蟻処理、インターネットなどの配線工事
アンテナ、ハウスクリーニング、排水管清掃、下水道への接続
工事、太陽光発電システム、図面 .書類作成費など

| △ その他 (個別審査による)

※上記の工事は一例です。詳しくはお問い合わせください。

明器具、コンセントやスイッチ取付け、配線工事など

宅リフォームに伴う機械設備工事

×

一
　

　

　

　

ヽ

「円
一

《補助金交付申請》
『補助金交付申請書』

《事業完了》
『補助事業完了報告書等』申

請
者

注)工事部分
の写真撮影

(施工中)

注 1工墓吉F分

「

写 真撮景,

三:]・ i■

菫
● 交付決定

童皿助、金Q交止決^定血墨」工l菫_契幽土ェ豊着…■を_イII⊇上場塗k撤劇虜た象畳iとな1塑:ま■ Qで
二注童空菫泣 _ゝ補助金申請時に担当職員が訪問し、工事着手の有無や内容について審
査することがあります。

<申 込先 'お問合せ先>

有圧]市役所 経済建設部 都市整備課 公共建築係(有田市役所3階 )

Ｆ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

・ｌ

ｌ

・・―

！
」

住  所

電話番号

:有田市箕島50番地
i0737-22-3619(直 通)

「申請書」のダウンロードや詳細情報は、有田市ホームページをご覧ください。
httpSi//WWW.City.arida.lg.lp/kurashl/sumal/1 001 033 html

「申請書」は、市役所3階都市整備課でも配布しています。

工事
完了

工事
契約・着手

有

田
市

●工事内容の審査

○対象工事費の審査

●交付決定額の確定

補助金交付

確=■ ,三 F]

●工事内容の確認

●対象工事費の確認

●『補助金額確定通知』

●補助金の支払い など

I 完了報告

交付請求
[コ

湖鞭
観

畦
嶽̈
解̈


